
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和 元年 ７月 10日

支出負担行為担当官

沖縄県警察会計担当官

沖縄県警察本部長 筒井 洋樹

１ 競争入札に付する事項

⑴ 委託業務名

沖縄県警察航空隊格納庫地盤調査業務

⑵ 業務場所

沖縄県那覇市字大嶺387（那覇空港西側地区内）

⑶ 業務概要

別紙「地質調査特記仕様書」のとおり

⑷ 履行期間

契約日の翌日から令和元年９月30日

⑸ 本業務は、入札手続を紙入札にて行うものとする。

⑹ 本業務は、競争参加資格の審査を入札執行前に行う事前審査型である。

２ 競争参加資格

次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。

⑴ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

⑵ 「平成31・32年度内閣府競争入札参加資格（建設工事、測量、建設コンサルタント）」に

おいて「地質調査業務」として登録されている者。

⑶ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者

又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者

でないこと。

⑷ 入札参加資格確認申請期限から、本業務の入札日までの間において、他の契約担当官から

指名停止措置を受けていない者。

⑸ 次に掲げる要件を満たす主任技術者を本業務に配置できること。

ア いずれかの資格を有すること

・技術士（「建設部門（土質及び構造）」又は「応用理学部門（地質）」）

・土木学会が認定した特別上級技術者（地質・基礎）、上級技術者（地質・基礎）若しく

は１級技術者（地質・基礎）

・RCCM（「地質」又は「土質及び基礎」）

・地質調査技士

・これらと同等と認められる者（関連分野の著述、論文、委員会活動、20年以上の実務経

験）

イ 直接的かつ恒常的な雇用関係（申請日以前に３ヶ月以上の雇用）があること。

⑹ 国又は地方公共団体と過去10年間で同種業務を元請として契約し、かつ誠実に履行した実

績があること。

地質（土質）ボーリング調査

⑺ 次のいずれにも該当しない者

ア 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力（以下

「暴力団等反社会勢力」という。）。

イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体。

ウ 法人でその役員のうち暴力団等反社会勢力に属するものがいるとき。

エ 指定暴力団員と生計を一にする配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。）



３ 入札日時及び場所

入札書は、紙入札書を持参もしくは郵送により提出すること。

⑴ 入札書の提出期間等

ア 提出期間

令和元年７月29日（月）から令和元年８月１日（木）まで。土曜日、日曜日を除く毎日、

午前９時30分から午後５時の間。

イ 提出場所

〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 098－862－0110（内線2274）

沖縄県警察本部警務部会計課営繕係

ウ 入札書は封筒に厳封の上、封筒表面に「入札者氏名（法人名）」、「委託業務名」及び「入

札日時」を記載すること。上記ア、イの期間及び場所に持参するか、簡易書留による郵送

で提出するものとする。簡易書留の際は二重封筒とし、外封筒に厳封の上、「入札書在中」

と朱書きすること。なお、上記アの日時までに必着とし、当該日時までに到達しなかった

場合は、棄権とみなす。

⑵ 開札日時、場所

ア 開札日時：令和元年８月２日（金）午後２時

イ 開札場所：那覇市泉崎１丁目２番２号 沖縄県警察本部会計課入札室

４ 申請書の提出及び競争参加資格の審査

本競争の参加希望者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料（以下「資格確認資

料」という。）を持参により提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならな

い。

なお、期限までに資格確認資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、

本競争に参加することができない。

⑴ 資格確認資料の提出期間等

ア 提出期間

令和元年７月10日（水）から令和元年７月25日（木）まで。土曜日、日曜日及び祝日を

除く毎日、午前９時30分から午後５時の間。

イ 提出場所

〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 098－862－0110（内線2274）

沖縄県警察本部警務部会計課営繕係

ウ 提出方法

原則として、持参するものとする。ただし、沖縄本島内に本社、本店若しくは営業所が

ない者については、簡易書留による郵送も可とする（上記アの提出期間内に必着するこ

と。）。

エ 提出部数：１部

⑵ 入札参加資格の確認結果通知

令和元年７月29日（月）までに書面にて通知する。

⑶ 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当者に対して競争参加資格がないと認めた

理由について、次により説明を求めることができる。

ア 提出期限

競争参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して５日以内（土曜日、日曜日

を除く）とする。

イ 提出場所

上記⑴イに定める場所と同じ。

ウ 提出方法

書面（様式自由）を持参することにより提出すること。郵送又は電送（メールやファク

シミリ）によるものは受け付けない。

契約担当者は、説明を求められたときは、説明を申し立てることができる最終日の翌日

から起算して５日以内（土曜日、日曜日を除く。）に説明を求めた者に対し書面をもって

回答する。

５ 資格確認資料及び入札説明書等の交付期間、交付方法等

⑴ 交付期間



上記４⑴アに定める期間と同じ。

⑵ 交付方法

上記４⑴イに定める場所において、紙媒体を交付するものとし、郵送による交付は行わな

い。

⑶ 交付場所及び問合せ先

上記４⑴イに定める場所と同じ。

６ 入札保証金及び契約保証金

⑴ 入札保証金

免除とする。

⑵ 契約保証金

免除とする。

７ 入札書に記載する金額

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をも

って落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事

業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載

すること。

８ 入札に関する注意事項

⑴ 入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。

⑵ 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。

⑶ 入札書、委任状には、業務及び履行期間をこの入札公告の記載に従い記入すること。

⑷ 代理人が入札を行う場合で、委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。

なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。

⑸ 入札を希望しない場合には、参加しないことができるので入札辞退届を上記３⑵に規定す

る日時までに郵送又は持参により提出すること。

９ 業務費内訳書の提出

本業務は、全ての入札参加者に対して第１回目の入札に際し、第１回目の入札書に記載され

る入札金額に対応した業務費内訳書の提出を求める。ただし、以下の点に留意すること。

⑴ 業務費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は、作成年月日、業務名、設計業務等委託

料を構成する内容に対応するものの単位、員数、単価及び金額を明らかにし、商号又は名称

並びに住所を記載するとともに、代表者印を押印すること。

⑵ 業務費内訳書は入札書と同封し、上記３⑴アの入札書提出期間に、持参もしくは郵送によ

り３⑴イの場所へ提出すること。

⑶ 業務費内訳書を提出しない場合、入札に参加できない。

⑷ 契約担当者（これらの者の補助者を含む。）は、提出された業務費内訳書について説明を

求めることができる。

10 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、資格確認資料に虚偽の記載をした入札及

び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

なお、競争参加資格を確認された者であっても、確認後、指名停止措置を受け、入札時に指

名停止期間中である者は、入札に参加できない。

11 契約締結時期

落札者の決定後、７日以内に契約を締結しなければならない。ただし、契約担当者が特に指

示したときは、この限りでない。

12 その他

⑴ 資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

⑵ 契約担当者は、提出された資格確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使



用しない。

⑶ 提出された資格確認資料は返却しない。

⑷ 提出期限日以降における資格確認資料の差し替え及び再提出は認めない。

⑸ 資格確認資料の受理後、書類内容を審査し、書類の記載漏れや添付漏れ等があった場合は、

競争参加資格無しとなり、入札に参加できなくなることがある。

⑹ 入札参加者は、沖縄県警察競争契約入札心得（国費関係）、仕様書を熟読し、これを遵守

すること。

⑺ 履行期間は、事情により変更することがある。

⑻ 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨については、日本語及び日本国通貨に

限る。

⑼ その他詳細は入札説明書による。

14 本入札に関する質問・回答

⑴ 提出期間

上記４⑴アに定める期間と同じ。

⑵ 提出場所

上記４⑴イに定める場所と同じ

⑶ 提出方法

上記４⑴ウに定める方法と同じ。

⑷ 回答方法

令和元年７月29日（月）までに、入札参加を希望する全ての者に書面にて回答する。



入 札 説 明 書

「沖縄県警察航空隊格納庫地盤調査業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、

この入札説明書によるものとする。

１ 公告日 令和元年７月10日

２ 契約担当者 支出負担行為担当官 沖縄県警察会計担当官 沖縄県警察本部長 筒井 洋樹

３ 業務概要

⑴ 委託業務名

沖縄県警察航空隊格納庫地盤調査業務務

⑵ 業務場所

沖縄県那覇市字大嶺387（那覇空港西側地区内）

⑶ 業務概要

格納庫増築工事部分の地盤調査

⑷ 履行期間

契約日の翌日から令和元年９月30日

４ 競争参加資格

競争参加資格については、入札公告に示したもののほか、下記によるものとする。

⑴ 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、以

下の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、沖縄県

警察競争契約入札心得（国費関係）第６条第２項の規定に抵触するものではない。

ア 資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再

生手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア) 親会社と子会社の関係にある場合

(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

イ 人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更正会社又は

再生手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。

(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合。

ウ その他、入札の適正さが阻害されると認められる場合。

⑵ 平成21年度以降から競争参加確認申請書及び関係資料（以下「資格確認資料」という。）の提

出期限日までに、入札公告２⑼で示す敷地調査を元請けとして受託し、完了・引渡しが完了した

業務実績を有すること。

５ 競争参加資格の確認等

⑴ 本競争の参加希望者は、入札公告及び４に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、

次に従い、一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料（以下「資格確認資料」という。）を

提出し、契約担当者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

なお、期限までに資格確認資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、

本競争入札に参加することができない。

ア 入札説明書等交付期間及び交付場所

(ア) 交付期間

公告開始日から令和元年７月25日（木）まで。土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前

９時30分から午後５時の間。

(イ) 交付方法

下記(ウ)の場所において、紙媒体を交付するものとし、郵送による交付は行わない。

(ウ) 交付場所及び問合せ先

〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 098－862－0110（内線2274）



沖縄県警察本部警務部会計課 営繕係

イ 資格確認資料提出期間及び提出場所

(ア) 提出期間

上記ア(ア)に定める期間と同じ。

(イ) 提出場所

上記ア(ウに定める場所と同じ。

ウ 提出方法

原則として、持参するものとする。

エ 提出部数：１部とする。

⑵ 資格確認資料は、「一般競争入札参加資格確認申請書」、「様式１」、「様式２」、「暴力団排除に

関する誓約事項」により作成すること。

⑶ 資格確認資料は、次に従い作成すること。

ア 業務受託実績（様式１）

(ア) ４⑵に掲げる資格があることを判断できる業務実績について、様式１に業務名及び必要事

項を記載すること。

(イ) 記載する業務実績の件数は１件でもよい。

(ウ) 契約書及び業務内容（実績）が証明できる資料を添付すること。

イ 配置予定主任技術者の資格等（様式２）

技術検定合格証明書、資格者証、免許証及び健康保険被保険者証等の写しを添付すること。

ウ 暴力団排除に関する誓約事項

⑷ 上記⑵、⑶に定める資格確認資料のほかに、競争参加資格を確認するため下記の資料も提出す

ること。

ア 「入札参加適格合格通知書」の写し

イ 「現在事項全部証明書」（３ヶ月以内に発行されたものとし、写しでも可とする。）

⑸ 競争参加資格の審査結果は令和元年７月29日（月）（予定）までに書面により通知する。

７ その他

⑴ 第１回目の開札時に落札者が決定しない場合は、直ちに再入札を行うものとする。

⑵ 落札者は、５⑶の資格確認資料に記載した配置予定主任技術者を当該業務の現場に配置するこ

と。

⑶ 資格確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要綱に基づく指名停止を行う

ことがある。

⑷ 入札説明書、別冊図面・仕様書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用しては

ならない。


